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　無償化により保育料のお支払いが不要となりますが、食材料費（主食費（ごはんやパン）、副食費（おかず））に
ついては引き続き保護者の皆様にご負担いただくことが原則です。
　ただし、無償化に伴い、今後は食材料費をまとめて保育所にお支払いいただくことになります。
また、食材料費の金額は、各施設ごとで決定となります。

　10月から幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する３～５歳児および
住民税非課税世帯の０～２歳児の保育料が無償となります。
ただし、食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の対象外になります。

●募集期間    令和元年10月15日（火）～令和元年11月1日（金）
　　　　　　  受付場所：こども課（役場1階）※土・日・祝日は除く 8:30～17:15
●対象幼児　 【満5歳児・満4歳児】
                   平成26年4月2日～平成28年4月1日生まれで町内に住所を有する幼児
                   ※保育園との併願はできません。
●書類配布    配布開始／令和元年10月上旬頃
　　　　　     配布場所／南風原幼稚園・津嘉山幼稚園・北丘幼稚園・翔南幼稚園・こども課（役場1階）
●教育時間    8:15～14:00（朝の受け入れは7:30から行っています。）

【対象幼児】 町内幼稚園に在園する幼児で保護者の就労等の理由により預かり保育
               を必要とする児童者

【保育時間】 ①平　日　14:00～18:30 （春・夏休み／7:30～18:30）
　　　　　 ②土曜日　  7:30～18:30 ※半日利用可

【預かり保育料】　募集要項をご確認ください。
※預かり保育の職員配置状況に応じて受け入れ人数を制限する場合があります。
　お申込頂いた方全員が預かり保育を利用できるとは限りませんのでご了承お願いします。

　令和2年度4月からの町立保育所・認可保
育所（園）等の入所申込みは下記の日程で予
定しています。

※上記受付期間は変更になる場合があります。
　また、二次審査受付以降の日程につきましては決
まり次第ホームページにてお知らせいたします。

※在園児で現況届にて継続の利用申請をした方につい
ては新規申込みの必要はございません。

※申込書類は10月下旬頃から配布いたしますのでご
了承ください。

【お問い合わせ】ちむぐくる館　☎ 889-7381 【お問い合わせ】こども課　☎ 889-7028【お問い合わせ】 こども課  ☎ 889-7028

　

　      

  

  

健康診断
・対象者には個別通知しています。
健康・育児だより健康・育児だより

※健診の通知は 1回のみです。
※以前通知を受け、受診されていない方は上記の該当する健診の日に
　受診することができます。詳しくはお問い合わせください。

◎乳児一般健診
日時/10月26日（土）
受付/8時40分～
　　 　　10時30分

◎1歳6ヶ月児健診
日時/10月10日（木）
受付/13時～14時30分

◎2歳児健診
日時/10月17日（木）
受付/13時～
　　　　  14時30分

◎3歳児健診
日時/10月3日（木）
　　　10月24日（木）
受付/13時～14時30分

教室・相談会
◎マタニティー教室
日時/10月30日（水）
受付/10時45分～
　   11時00分※要予約

◎７ヶ月児相談
日時/10月９日（水）
受付/前半 13時～
　　 後半14時30分

・・・・・・・・
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令和元年10月より幼児教育・保育無償化が始まります令和元年10月より幼児教育・保育無償化が始まります

幼児教育・保育の無償化については町のHPにも掲載しています。
「幼児教育・保育無償化について」をご覧ください。

◎：無償化にあたり保育の必要性の認定が必要(施設等利用給付認定２号)
●：無償化にあたり施設等利用給付認定１号が必要
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※町立保育所、認可保育園（2号認定こども）の食材料費について

～無償化後（令和元年10月以降）～

ほ い くし ょ

主食費・副食費は実情に応じて各保育園
が決定し、保育所にお支払いとなります。

保育料無償化

主食費（ごはん・パン）

副食費（おかず）

★内閣府　幼児教育・保育の無償化特設サイトが開設されております。
　サイトのアドレスはこちら→https://www.youhomushouka.go.jp/

場所/ちむぐくる館（字宮平697番地10）


